
目

次

公

告

△

県
有
財
産
売
却
の
一
般
競
争
入
札

(

財
産
管
理
室)

…
…
…
一

警
察
本
部
公
告

△

一
般
競
争
入
札(

二
件)

二

公公公

告告告

県
有
財
産
売
却
の
一
般
競
争
入
札
を
次
の
と
お
り
行
う
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

入
札
に
付
す
る
物
件

二

入
札
の
申
込
先
及
び
受
付
期
間

１

申
込
先

広
島
県
総
務
部
財
務
局
財
産
管
理
室

〒
七
三
〇
―
八
五
一
一

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号

２

受
付
期
間

平
成
十
九
年
二
月
十
九
日

(

月)

か
ら
平
成
十
九
年
三
月
五
日

(

月)

ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か

ら
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。

郵
送
等
の
場
合
は
、
平
成
十
九
年
三
月
五
日

(

月)

午
後
五
時
必
着
と
す
る
。

三

入
札
の
日
時
及
び
場
所

四

入
札
に
関
す
る
注
意
事
項

１

次
に
掲
げ
る
者
は
、
入
札
に
参
加
で
き
な
い
。

(一)

本
件
一
般
競
争
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
及
び
破
産
者
で
復
権
を
得
な

い
者

(二)

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
な
い
者
及
び
そ
の
者
を
代
理

人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者

�
県
と
の
契
約
の
履
行
に
当
た
り
、
故
意
に
工
事
若
し
く
は
製
造
を
粗
雑
に
し
、
又
は
物
件
の
品

質
若
し
く
は
数
量
に
関
し
て
不
正
の
行
為
を
し
た
者

�
県
の
行
う
競
争
入
札
又
は
せ
り
売
り
に
お
い
て
、
そ
の
公
正
な
執
行
を
妨
げ
た
者
又
は
公
正
な

価
格
の
成
立
を
害
し
、
若
し
く
は
不
正
の
利
益
を
得
る
た
め
に
連
合
し
た
者

�
県
の
行
う
競
争
入
札
の
落
札
者
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
又
は
県
と
の
契
約
者
が
契
約
を
履
行

す
る
こ
と
を
妨
げ
た
者

�
地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
監
督
又
は
検
査
の
実
施
に
当
た
り
職
員
の
職
務
の
執
行
を
妨
げ
た
者

�
正
当
な
理
由
な
く
し
て
、
県
と
の
契
約
を
履
行
し
な
か
っ
た
者

�
前
記�
か
ら�
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
な
い
者
を
契

約
の
履
行
に
当
た
り
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
使
用
し
た
者

(三)

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号)

第
二

条
第
二
号
か
ら
第
六
号
に
該
当
す
る
者

２

入
札
保
証
金
に
つ
い
て

(一)

納
付

入
札
に
参
加
す
る
者
は
、
入
札
金
額
の
百
分
の
五
以
上
の
額
の
入
札
保
証
金
を
金
融
機
関
の
自
己

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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２ １ 番
号

東
京
都
中
野
区
中
央
一
丁
目
三
一
番
一
三

廿
日
市
市
原
字
國
實
七
三
番
一
外
五
筆

所

在

土
地
・
建
物
・

工
作
物
・
立
木

土
地
・
建
物
・

工
作
物
・
立
木

種

別

九
五
七
・
一
三

一
四
、
三
六
三
・
二
三

地

積

(

㎡)

六
八
一
、
〇
〇
〇

八
九
、
〇
〇
〇

予
定
価
格(

千
円)

２ １ 番
号

平
成
一
九
年
三
月
二
〇
日(

火)

午
前
一
〇
時

平
成
一
九
年
三
月
一
二
日(

月)

午
前
一
〇
時

入

札

の

日

時

都
道
府
県
会
館
一
階

一
〇
一
大
会
議
室

広
島
県
庁
舎
本
館
三
階

財
産
管
理
室
分
室

入

札

場

所

(号外)

号

第 １０

外

号

発行者 広 島 県

広 島 県 総 務 部発行所 総務管理局文書法制室

購読料 月 額 ２�７００円



あ
て
小
切
手
に
よ
っ
て
入
札
当
日
受
付
の
際
に
納
付
す
る
こ
と
。

(二)

還
付
等

入
札
保
証
金
は
、
次
の
と
お
り
処
理
す
る
。

�
落
札
者

売
買
代
金
又
は
契
約
保
証
金
へ
充
当
す
る
。

�
そ
の
他
の
者

入
札
当
日
の
入
札
保
証
金
納
付
時
に
交
付
し
た
納
記
と
引
換
え
に
還
付
す
る
。

(三)

そ
の
他

入
札
参
加
者
が
入
札
に
関
し
不
正
の
行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
の
納
付
し
た
入
札
保
証
金
は

県
に
帰
属
す
る
。

３

無
効
入
札
に
つ
い
て

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
入
札
は
無
効
と
す
る
。

(一)

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
が
入
札
し
た
と
き
。

(二)

入
札
が
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
無
能
力
者
の
意
思
表
示
で
あ
る
と
き
。

(三)

入
札
者
が
二
以
上
の
入
札
を
し
た
と
き
。

(四)

他
人
の
代
理
を
兼
ね
、
又
は
二
人
以
上
を
代
理
し
て
入
札
を
し
た
と
き
。

(五)

入
札
者
が
連
合
し
て
入
札
し
た
と
き
そ
の
他
入
札
に
際
し
て
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
と
き
。

(六)

入
札
保
証
金
が
所
定
の
額
に
満
た
な
い
の
に
入
札
し
た
と
き
。

(七)

必
要
な
記
載
事
項
を
確
認
で
き
な
い
入
札
を
し
た
と
き
。

(八)

入
札
書
の
入
札
金
額
が
訂
正
し
て
あ
る
と
き
。

(九)

入
札
書
の
入
札
金
額
以
外
の
記
載
事
項
を
訂
正
し
、
挿
入
し
、
又
は
削
除
し
た
場
合
に
そ
の
箇
所

に
押
印
の
な
い
と
き
。

五

そ
の
他

１

入
札
に
必
要
な
書
類
は
、
広
島
県
総
務
部
財
務
局
財
産
管
理
室
に
備
え
付
け
て
あ
る
。

２

入
札
等
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

広
島
県
総
務
部
財
務
局
財
産
管
理
室

電
話

(

〇
八
二)

五
一
三
―
二
三
〇
五

(

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン)

警警警

察察察

本本本

部部部

公公公

告告告

広
島
県
警
察
本
部
公
告
第
４
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
こ
と
と
し
た
の
で�

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調

達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第

372号
)
第
６
条
の
規
定
に
よ
っ
て
公
告
す
る

。

平
成

19年
１
月

22日

広
島
県
警
察
本
部
長

飯
島

久
司

１
調
達
内
容

�
業
務
名

高
度
画
像
情
報
シ
ス
テ
ム
用
伝
送
回
線
サ

ービ
ス

一
式

�
業
務
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る

。

�
履
行
期
間

平
成

19年
３
月
１
日
か
ら
平
成

22年
２
月

28日
ま
で

(地
方
自
治
法
[昭
和

22年
法
律
第

67号
]
第

234条
の
３
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
)

�
履
行
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
入
札
方
法

月
額
利
用
料
及
び
初
期
導
入
費
に
よ
り
入
札
に
付
す
る

。

�
入
札
書
の
記
載
方
法
等

月
額
利
用
料
及
び
初
期
導
入
費
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
こ
と

。な
お�

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は�

入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
月
額
利
用
料
及
び
初
期
導
入
費
に
当
該
金
額
の
５
パ

ーセ
ン
ト
に
相
当
す
る
金

額
を
加
算
(５
パ

ーセ
ン
ト
を
加
算
し
た
結
果
１
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は�

そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
る
も
の
と
す
る

。)
し�

月
額
利
用
料
の
３
箇
年
分
に
初
期
導
入
費
を
加
え
た
金
額
を
も
っ
て

落
札
価
格
と
す
る
の
で�

入
札
者
は�

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税

事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず�
契
約
し
よ
う
と
す
る
希
望
金
額
の

105分
の

100に
相
当
す
る
金
額
を�

入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と

。

２
入
札
参
加
資
格

�
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和

22年
政
令
第

16号

。以
下
｢施
行
令
｣
と
い
う

。)
第

167条
の
４
の
規

定
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と

。

�
平
成

18年
広
島
県
告
示
第

715号
(平
成

19年
か
ら
平
成

20年
ま
で
に
お
け
る
県
の
業
務
委
託
の
一

般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等

。以

下
｢資
格
告
示
｣
と
い
う

。)
に
よ
っ
て
｢電
話
・
電
気
通
信
回
線
サ

ービ
ス
｣
の
資
格
を
認
定
さ
れ

て
い
る
者
で
あ
る
こ
と

。

�
本
件
調
達
の
公
告
日
か
ら
開
札
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も�

広
島
県
の
指
名
除
外
を

受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と

。

３
入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
手
続

�
本
件
の
一
般
競
争
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
(以
下
｢入
札
参
加
希
望
者
｣と
い
う

。)
で
上
記
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２�
の
資
格
を
有
し
な
い
者
は�

資
格
告
示
に
基
づ
き
申
請
手
続
を
行
う
こ
と

。

�
申
請
期
間

平
成

19年
１
月

22日
(月
)
か
ら
平
成

19年
２
月
１
日
(木
)
ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く

。)

の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間�

随
時
受
け
付
け
る

。

�
申
請
書
等
の
作
成
に
用
い
る
言
語
等

申
請
書�

決
算
書
及
び
委
任
状
は�

日
本
語
で
作
成
す
る
こ
と

。

な
お�

そ
の
他
の
書
類
で
外
国
語
で
記
載
の
も
の
は�

日
本
語
の
訳
文
を
付
記
又
は
添
付
す
る
も
の

と
す
る

。

ま
た�

申
請
書
及
び
添
付
書
類
の
う
ち�

金
額
欄
に
つ
い
て
は�

日
本
国
通
貨
を
も
っ
て
記
載
す
る

こ
と

。外
国
通
貨
を
も
っ
て
金
額
を
算
出
し
て
い
る
と
き
は�

出
納
官
吏
事
務
規
程
(昭
和

22年
大
蔵

省
令
第

95号
)
第

16条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
て
記
載
す
る
も

の
と
す
る

。

�
申
請
書
の
入
手
先�

提
出
場
所
及
び
申
請
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

〒
730� 8511

広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

広
島
県
総
務
部
財
務
局
財
産
管
理
室
(広
島
県
庁
本
館
３
階
)

電
話
(082)

513� 2315
(ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
)

４
入
札
手
続
等

�
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
等
の
交
付
場
所�

交
付
期
間
及
び
入
手
方
法

ア
交
付
場
所

〒
730� 8507

広
島
市
中
区
基
町
９
番

42号

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
規
制
課
施
設
第
２
係
(広
島
県
庁
東
館

12階
)

イ
交
付
期
間

平
成

19年
１
月

22日
(月
)
か
ら
平
成

19年
２
月
１
日
(木
)
ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除

く

。)
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間�

随
時
交
付
す
る

。

ウ
入
手
方
法

上
記
ア
の
場
所
で
直
接
受
け
取
る�

又
は
郵
送
に
よ
り
請
求
す
る
こ
と

。た
だ
し�

郵
送
に
よ
る

請
求
の
場
合
は�

上
記
イ
の
期
間
内
に
必
着
す
る
こ
と
と
し�

返
信
用
の
封
筒
及
び
切
手
を
同
封
す

る
こ
と

。

�
入
札
参
加
資
格
の
確
認

ア
入
札
参
加
希
望
者
は�

入
札
説
明
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
及
び
必
要

な
添
付
書
類
(以
下
｢入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
｣
と
い
う

。)
を
提
出
し�

入
札
参
加
資
格

の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

確
認
の
結
果�

入
札
参
加
資
格
に
適
合
す
る
と
さ
れ
た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る

。

イ
提
出
先

上
記�

ア
の
場
所

ウ
提
出
期
限

平
成

19年
２
月
１
日
(木
)

午
後
５
時

エ
提
出
方
法

持
参
又
は
郵
送
等
(書
留
郵
便�

配
達
記
録
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す

る
法
律
[平
成

14年
法
律
第

99号
]
第
２
条
第
６
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
又
は
同
条
第

９
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
信
書
便
の
役
務
の
う

ち
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
限
る

。)
に
よ
る

。た
だ
し�

郵
送
等
に
よ
る
場
合
は�

上
記
ウ
の
期

限
ま
で
に
必
着
す
る
こ
と
と
す
る

。

オ
入
札
参
加
資
格
の
確
認
結
果
の
通
知

平
成

19年
２
月
６
日
ま
で
に
通
知
す
る

。

�
入
札
書
の
提
出
先�

提
出
期
限
及
び
提
出
方
法

ア
提
出
先

上
記�

ア
の
場
所

イ
提
出
期
限

平
成

19年
２
月

20日
(火
)

午
後
３
時

ウ
提
出
方
法

持
参
又
は
郵
送
等
に
よ
る

。た
だ
し�

郵
送
等
に
よ
る
場
合
は�

上
記
イ
の
期
限
ま
で
に
必
着
す

る
こ
と
と
す
る

。

�
開
札
の
日
時
及
び
場
所

ア
日
時

平
成

19年
２
月

21日
(水
)

午
後
１
時

30分

イ
場
所

広
島
市
中
区
基
町
１
番
４
号

広
島
県
警
察
本
部
別
館
基
町
庁
舎
３
階
交
通
管
制
セ
ン
タ

ー管
制
室

５
落
札
者
の
決
定
方
法

�
広
島
県
契
約
規
則
(昭
和

39年
広
島
県
規
則
第

32号
)
第

19条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価

格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る

。

�
開
札
の
結
果�

落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
２
人
以
上
あ
る
と
き
は�

施
行
令
第

16

7条
の
９
の
規
定
に
よ
り�

そ
の
場
で
直
ち
に�

当
該
入
札
者
に
く
じ
を
引
か
せ
て
落
札
者
を
決
定
す

る

。当
該
入
札
者
の
う
ち
く
じ
を
引
か
な
い
者
(開
札
に
立
ち
会
っ
て
い
な
い
者
を
含
む

。)
が
あ
る

と
き
は�

こ
れ
に
代
え
て�

当
該
入
札
事
務
に
関
係
の
な
い
職
員
に
く
じ
を
引
か
せ
る
も
の
と
す
る

。

６
そ
の
他

�
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
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日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

�
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務

上
記
４�

オ
に
よ
り�

入
札
参
加
資
格
に
適
合
す
る
と
さ
れ
た
者
は�

封
印
し
た
入
札
書
を
提
出
期

限
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

入
札
者
は�

契
約
を
担
当
す
る
職
員
か
ら
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
ら

れ
た
場
合
は�

こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

�
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
に
よ
る
入
札�

入
札
に
際
し
て
の
注
意
事
項
に
違
反
し

た
入
札�

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
に
よ
る
入
札
そ
の
他
広
島
県
契
約
規
則

第
21条

各
号
に
該
当
す
る
入
札
は�

無
効
と
す
る

。

�
契
約
に
お
け
る
特
約
事
項

こ
の
入
札
に
よ
る
契
約
は�

平
成

19年
度
以
降
の
当
該
契
約
に
係
る
歳
入
歳
出
予
算
の
減
額
又
は
削

除
が
あ
っ
た
場
合
は�

県
は
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

�
契
約
書
作
成
の
要
否

要

�
手
続
に
お
け
る
交
渉
の
有
無

無

�
そ
の
他

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

７
問
い
合
わ
せ
先

〒
730� 8507

広
島
市
中
区
基
町
９
番

42号

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
規
制
課
施
設
第
２
係
(広
島
県
庁
東
館

12階
)

電
話
(082)

228� 0110
内
線

5196

８
S

u
m

m
ary

�
N

atu
re

an
d

qu
an

tity
of

th
e

service
to

be
requ

ired

N
etw

ork
S

ervice
for

In
telligen

t
In

tegrated
In

du
strial

T
elevision

S
ystem

s
1

S
et

�
F

u
lfillm

en
t

period

F
rom

1
M

arch
,

2007
to

28
F

ebru
ary,

2010
(A

lon
g-term

con
tin

u
in

g
con

tract

based
on

th
e

regu
lation

s,
A

rticle
234-3

of
th

e
L

ocal
G

overn
m

en
t

A
ct.)

�
F

u
lfillm

en
t

place

S
pecified

in
th

e
bid

explan
ation

form

�
T

im
e-lim

it
for

th
e

su
bm

ission
of

application
form

s
an

d
relevan

t
docu

m
en

ts
for

th
e

qu
alification

5:00
P

M
1

F
ebru

ary,
2007

�
T

im
e-lim

it
for

ten
der

1:30
P

M
20

F
ebru

ary,
2007

�
C

on
tact

poin
t

for
th

e
n

otice

T
raffic

R
egu

lation
D

ivision
,

T
raffic

D
epartm

en
t,

H
irosh

im
a

P
refectu

ral
P

olice
H

eadqu
arters

9-42,
M

otom
ach

i,
N

aka-ku
,

H
irosh

im
a

C
ity,

730-8507,
Japan

T
E

L
082-228-0110

E
X

T
.5196

広
島
県
警
察
本
部
公
告
第
５
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
こ
と
と
し
た
の
で�

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調

達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第

372号
)
第
６
条
の
規
定
に
よ
っ
て
公
告
す
る

。

平
成

19年
１
月

22日

広
島
県
警
察
本
部
長

飯
島

久
司

１
調
達
内
容

�
業
務
名

交
通
流
監
視
シ
ス
テ
ム
用
伝
送
回
線
サ

ービ
ス

一
式

�
業
務
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る

。

�
履
行
期
間

平
成

19年
３
月
１
日
か
ら
平
成

22年
２
月

28日
ま
で

(地
方
自
治
法
[昭
和

22年
法
律
第

67号
]
第

234条
の
３
の
規
定
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
)

�
履
行
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

�
入
札
方
法

月
額
利
用
料
及
び
初
期
導
入
費
に
よ
り
入
札
に
付
す
る

。

�
入
札
書
の
記
載
方
法
等

月
額
利
用
料
及
び
初
期
導
入
費
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
こ
と

。な
お�

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は�

入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
月
額
利
用
料
及
び
初
期
導
入
費
に
当
該
金
額
の
５
パ

ーセ
ン
ト
に
相
当
す
る
金

額
を
加
算
(５
パ

ーセ
ン
ト
を
加
算
し
た
結
果
１
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は�

そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
る
も
の
と
す
る

。)
し�

月
額
利
用
料
の
３
箇
年
分
に
初
期
導
入
費
を
加
え
た
金
額
を
も
っ
て

落
札
価
格
と
す
る
の
で�

入
札
者
は�

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税

事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず�
契
約
し
よ
う
と
す
る
希
望
金
額
の

105分
の

100に
相
当
す
る
金
額
を�
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入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と

。

２
入
札
参
加
資
格

�
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和

22年
政
令
第

16号

。以
下
｢施
行
令
｣
と
い
う

。)
第

167条
の
４
の
規

定
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と

。

�
平
成

18年
広
島
県
告
示
第

715号
(平
成

19年
か
ら
平
成

20年
ま
で
に
お
け
る
県
の
業
務
委
託
の
一

般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等

。以

下
｢資
格
告
示
｣
と
い
う

。)
に
よ
っ
て
｢電
話
・
電
気
通
信
回
線
サ

ービ
ス
｣
の
資
格
を
認
定
さ
れ

て
い
る
者
で
あ
る
こ
と

。

�
本
件
調
達
の
公
告
日
か
ら
開
札
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も�

広
島
県
の
指
名
除
外
を

受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と

。

３
入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
手
続

�
本
件
の
一
般
競
争
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
(以
下
｢入
札
参
加
希
望
者
｣と
い
う

。)
で
上
記

２�
の
資
格
を
有
し
な
い
者
は�

資
格
告
示
に
基
づ
き
申
請
手
続
を
行
う
こ
と

。

�
申
請
期
間

平
成

19年
１
月

22日
(月
)
か
ら
平
成

19年
２
月
１
日
(木
)
ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く

。)

の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間�

随
時
受
け
付
け
る

。
�

申
請
書
等
の
作
成
に
用
い
る
言
語
等

申
請
書�

決
算
書
及
び
委
任
状
は�

日
本
語
で
作
成
す
る
こ
と
。

な
お�

そ
の
他
の
書
類
で
外
国
語
で
記
載
の
も
の
は�

日
本
語
の
訳
文
を
付
記
又
は
添
付
す
る
も
の

と
す
る

。

ま
た�

申
請
書
及
び
添
付
書
類
の
う
ち�

金
額
欄
に
つ
い
て
は�

日
本
国
通
貨
を
も
っ
て
記
載
す
る

こ
と

。外
国
通
貨
を
も
っ
て
金
額
を
算
出
し
て
い
る
と
き
は�

出
納
官
吏
事
務
規
程
(昭
和

22年
大
蔵

省
令
第

95号
)
第

16条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
て
記
載
す
る
も

の
と
す
る

。

�
申
請
書
の
入
手
先�

提
出
場
所
及
び
申
請
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

〒
730� 8511

広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

広
島
県
総
務
部
財
務
局
財
産
管
理
室
(広
島
県
庁
本
館
３
階
)

電
話
(082)

513� 2315
(ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
)

４
入
札
手
続
等

�
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
等
の
交
付
場
所�

交
付
期
間
及
び
入
手
方
法

ア
交
付
場
所

〒
730� 8507

広
島
市
中
区
基
町
９
番

42号

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
規
制
課
施
設
第
２
係
(広
島
県
庁
東
館

12階
)

イ
交
付
期
間

平
成

19年
１
月

22日
(月
)
か
ら
平
成

19年
２
月
１
日
(木
)
ま
で
(土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除

く

。)
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間�

随
時
交
付
す
る

。

ウ
入
手
方
法

上
記
ア
の
場
所
で
直
接
受
け
取
る�

又
は
郵
送
に
よ
り
請
求
す
る
こ
と

。た
だ
し�

郵
送
に
よ
る

請
求
の
場
合
は�

上
記
イ
の
期
間
内
に
必
着
す
る
こ
と
と
し�

返
信
用
の
封
筒
及
び
切
手
を
同
封
す

る
こ
と

。

�
入
札
参
加
資
格
の
確
認

ア
入
札
参
加
希
望
者
は�

入
札
説
明
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
及
び
必
要

な
添
付
書
類
(以
下
｢入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
｣
と
い
う

。)
を
提
出
し�

入
札
参
加
資
格

の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

確
認
の
結
果�

入
札
参
加
資
格
に
適
合
す
る
と
さ
れ
た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る

。

イ
提
出
先

上
記�

ア
の
場
所

ウ
提
出
期
限

平
成

19年
２
月
１
日
(木
)

午
後
５
時

エ
提
出
方
法

持
参
又
は
郵
送
等
(書
留
郵
便�

配
達
記
録
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す

る
法
律
[平
成

14年
法
律
第

99号
]
第
２
条
第
６
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
又
は
同
条
第

９
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
信
書
便
の
役
務
の
う

ち
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
限
る

。)
に
よ
る

。た
だ
し�

郵
送
等
に
よ
る
場
合
は�

上
記
ウ
の
期

限
ま
で
に
必
着
す
る
こ
と
と
す
る

。

オ
入
札
参
加
資
格
の
確
認
結
果
の
通
知

平
成

19年
２
月
６
日
ま
で
に
通
知
す
る

。

�
入
札
書
の
提
出
先�

提
出
期
限
及
び
提
出
方
法

ア
提
出
先

上
記�

ア
の
場
所

イ
提
出
期
限

平
成

19年
２
月

20日
(火
)

午
後
３
時

ウ
提
出
方
法

持
参
又
は
郵
送
等
に
よ
る

。た
だ
し�

郵
送
等
に
よ
る
場
合
は�

上
記
イ
の
期
限
ま
で
に
必
着
す

る
こ
と
と
す
る

。
�

開
札
の
日
時
及
び
場
所

ア
日
時

平
成

19年
２
月

21日
(水
)

午
後
１
時

30分
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古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

イ
場
所

広
島
市
中
区
基
町
１
番
４
号

広
島
県
警
察
本
部
別
館
基
町
庁
舎
３
階
交
通
管
制
セ
ン
タ

ー管
制
室

５
落
札
者
の
決
定
方
法

�
広
島
県
契
約
規
則
(昭
和

39年
広
島
県
規
則
第

32号
)
第

19条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価

格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る

。

�
開
札
の
結
果�

落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
２
人
以
上
あ
る
と
き
は�

施
行
令
第

16

7条
の
９
の
規
定
に
よ
り�

そ
の
場
で
直
ち
に�

当
該
入
札
者
に
く
じ
を
引
か
せ
て
落
札
者
を
決
定
す

る

。当
該
入
札
者
の
う
ち
く
じ
を
引
か
な
い
者
(開
札
に
立
ち
会
っ
て
い
な
い
者
を
含
む

。)
が
あ
る

と
き
は�

こ
れ
に
代
え
て�

当
該
入
札
事
務
に
関
係
の
な
い
職
員
に
く
じ
を
引
か
せ
る
も
の
と
す
る

。

６
そ
の
他

�
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

�
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務

上
記
４�

オ
に
よ
り�

入
札
参
加
資
格
に
適
合
す
る
と
さ
れ
た
者
は�

封
印
し
た
入
札
書
を
提
出
期

限
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

入
札
者
は�

契
約
を
担
当
す
る
職
員
か
ら
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
等
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
ら

れ
た
場
合
は�

こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

�
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
に
よ
る
入
札�

入
札
に
際
し
て
の
注
意
事
項
に
違
反
し

た
入
札�

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
に
よ
る
入
札
そ
の
他
広
島
県
契
約
規
則

第
21条

各
号
に
該
当
す
る
入
札
は�

無
効
と
す
る

。

�
契
約
に
お
け
る
特
約
事
項

こ
の
入
札
に
よ
る
契
約
は�

平
成

19年
度
以
降
の
当
該
契
約
に
係
る
歳
入
歳
出
予
算
の
減
額
又
は
削

除
が
あ
っ
た
場
合
は�

県
は
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

�
契
約
書
作
成
の
要
否

要

�
手
続
に
お
け
る
交
渉
の
有
無

無

�
そ
の
他

入
札
説
明
書
に
よ
る

。

７
問
い
合
わ
せ
先

〒
730� 8507

広
島
市
中
区
基
町
９
番

42号

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
規
制
課
施
設
第
２
係
(広
島
県
庁
東
館

12階
)

電
話
(082)

228� 0110
内
線
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